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令和８年４月２３日 
京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室 

 

令和８年度 京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て 

支援型〜きょうはぐふぁんど」助成対象団体の募集 
 

京都市では、地域の子育て支援の充実を図るため、子育て支援団体がふるさと納税の枠組
みを活用し寄付を集め、その寄付金を原資に本市が助成する京都市はぐくみ未来応援事業
「地域の子育て支援型〜きょうはぐふぁんど」を実施しています。 

今年度は、「京都はぐくみ憲章実践推進者表彰において大賞受賞歴がある事業」を「受賞
歴がある全事業」に対象を拡大し、「困難を抱えた青少年（１３歳〜おおむね３０歳）の悩
みや困りごとに対して相談支援等を行う事業」を助成対象事業に追加しました。 

この度、当制度の活用を希望する団体を募集します。 
 
【事業概要】 
● 本事業の仕組み 

１ 本市は、特色ある取組等に必要な費用への助成を希望する市内の子育て支援団体を
募集し、審査の上、助成対象団体を選定します。 

２ 選定された子育て支援団体は、自らの取組を発信し、寄付を募っていただきます。 
３ 寄付者は、賛同する子育て支援団体の取組を選択して寄付していただくことができ

ます。 
４ 本市は、寄付された金額の８割９分の範囲内で「特色ある取組等にかかった経費」を、

子育て支援団体に助成します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

● 助成対象事業 
１ 京都市内で次のいずれかの地域の子育てを支援する事業を実施している団体を対象

に助成します（本部、支部、事業所等のいずれかが京都市内にあるものに限ります。ま
た、団体の規約等がない団体は対象外とします。）。 
(1) 「京都市地域学童クラブ事業補助要綱」に基づく補助金の交付を受けて実施され

る放課後児童健全育成事業 
(2) 「京都市子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱」の補助要件を満たす事

業 
(3) 京都市域における子育て世帯への食品配送事業 
(4) 京都はぐくみ憲章実践推進者表彰において受賞歴がある事業（ただし、受賞歴が

ある事業で充実・拡大や規模縮小等の変化がある場合は、受賞事業の変遷が確認で
きる場合に限り、対象とします。） 

(5) 京都市内で開催する京都市内全域の子どもを主な対象としたイベント事業のうち、
次の各項のすべての要件を満たす事業 

 ア 京都はぐくみ憲章の理念に合致していること 
 イ 誰でも自由に参加でき、参加費は無料であること（また、酒類の提供は不可とし

ます。） 
 ウ 1,000 人以上の来場者を見込めること 
 エ 京都市内の児童福祉施設等と連携し、子どもが企画段階から事業に参画してい

ること 
(6) 京都市域において、困難を抱えた青少年（１３歳〜おおむね３０歳）の悩みや困

りごとに対して相談支援等を行う事業 
 

● 応募要件 
１ 地域の子育てを支援する取組について、１年以上の実績があること 
２ 助成を希望する取組が、京都市の児童又は青少年の健全な育成を目的とする自発的

な取組であって、特定又は少数の者のみの利益に寄与するものでないこと。 
３ 過去３年間に京都市から行政処分を受けていないこと 
４ 京都市競争入札等取扱要綱及び京都市競争入札参加停止取扱要綱に掲げる参加停止

の要件に該当する行為を行っていない者であること 
５ 暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと 
６ 助成が地域の子育て支援の推進のため必要であり、これにより私的な利益を得るも

のでないこと 
７ 自らの特色ある取組等に必要な費用についての助成を希望し、自ら積極的に寄付の

募集や寄付者への報告等を行っていただけること 
 
 



 

● 募集期間 令和８年４月２４日（金）〜５月１９日（火） 
 
● 応募方法 

以下に記載の「●問合せ」窓口に事前連絡の上、必要書類を添付し電子メールで応募し
てください（電子メールでの応募が困難な場合は、郵送でも可）。 

必要書類 
➀ 京都市はぐくみ未来応援事業「地域の子育て支援応援型〜きょうはぐふぁんど」助成

対象団体応募申請書 
➁ 事業計画書 
➂ 過去３年以内の団体の活動実績が分かるもの 
➃ 「京都市内で開催する京都市内全域の子どもを主な対象としたイベント」について、

要件を全て満たすことを確認できる企画書等 
➄ 団体の定款又は規約 
⑥ 暴力団排除措置に係る誓約書 

 
応募先メールアドレス：kyohagu@city.kyoto.lg.jp 

  郵送先：「●問合せ」に記載の住所に必要書類を御提出ください。 
 ※ １５団体程度を選定する予定です。 
 
● 助成対象経費 

子育て支援団体が実施する特色ある取組等に必要な経費 
※ ただし、公的な資金の用途として不適切な経費については対象外とします。 

 
● 助成額等 

寄付額の８割９分の額の範囲内で取組に要した経費を助成します。 
※ ただし、寄付額が最低基準額を下回った場合、本事業に関し不正があった場合、団体

が実施する事業等において行政処分を受けた場合、助成を希望する取組をしないこと
になった場合、団体が受け取りを辞退した場合等は、全額を子ども若者はぐくみ事業基
金に積み立て、本市の子育て施策のために活用することとします。 

※ 助成の交付を受けるためには、助成事業を実施する年度の３月１日までに交付申請
兼実績報告が必要です。 

 
● 寄付の募集 

本市による審査の結果、助成対象団体に選定された団体は、本市が契約するクラウドフ
ァンディング受付サイト運営事業者と連携し、広報活動等を通じた寄付の募集活動を行っ
ていただきます。 

 ※ 詳細は、助成対象団体の選定通知後、改めてお知らせします。 

mailto:kyohagu@city.kyoto.lg.jp


 

● 問合せ 
対象事業 お問合せ先 

京都市地域学童クラブ事業補助要綱に基づ
く補助金の交付を受けて実施される放課後
児童健全育成事業 

京都市子ども若者はぐくみ局 
子ども若者未来部育成推進課 健全育成担当 
ＴＥＬ：０７５−２２２−３９８７ 
ＦＡＸ：０７５−２５１−２３２２ 
〒604-8571 
中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 北庁舎５階 

京都市子どもの居場所づくり支援事業補助
金交付要綱の補助要件を満たす事業 

京都市子ども若者はぐくみ局 
子ども若者未来部子ども家庭支援課 
ＴＥＬ：０７５−２２２−３９３９ 
ＦＡＸ：０７５−２５１−１１３３ 
〒604-8571 
中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 北庁舎５階 

子育て世帯への食品配送事業 

京都はぐくみ憲章実践推進者表彰において
受賞歴がある事業 

京都市子ども若者はぐくみ局 
子ども若者未来部育成推進課 はぐくみ文化創造発信担当 
ＴＥＬ：０７５−２２２−３８６６ 
ＦＡＸ：０７５−２５１−２３２２ 
〒604-8571 
中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 北庁舎５階 

京都市内で開催する京都市内全域の子ども
を主な対象としたイベント事業（京都はぐ
くみ憲章の理念に合致した 1,000 名以上の
来場者を見込むイベントで市内の児童福祉
施設等と連携し、子どもが企画段階から事
業に参画する事業） 

京都市子ども若者はぐくみ局 
はぐくみ創造推進室 
ＴＥＬ：０７５−２２２−３９９９ 
ＦＡＸ：０７５−２５１−１６１６ 
〒604-8571 
中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 北庁舎５階 

京都市域において、困難を抱えた青少年（１
３歳〜おおむね３０歳）の悩みや困りごと
に対して相談支援等を行う事業 

京都市子ども若者はぐくみ局 
子ども若者未来部育成推進課 青少年・若者・まなび推進担当 
ＴＥＬ：０７５−２２２−３９３３ 
ＦＡＸ：０７５−２５１−２３２２ 
〒604-8571 
中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 北庁舎５階 

※ その他、本制度の趣旨等に関すること 
京都市子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室 
〒604-8571 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 北庁舎５階 
ＴＥＬ：０７５−２２２−３９９９  ＦＡＸ：０７５−２５１−１６１６ 


